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次号は、元気いっぱい！「敬老会」の様子をお伝えします。

　　　　「救急電話相談」拡大のお知らせ
　平成２９年１０月から埼玉県の救急電話相談を２４時間３６５日で実施します。

　全国共通ダイヤル＃７１１９※を導入し、大人や子どもの相談に対応すると

ともに医療機関の案内をいたします。

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうか

などをアドバイスしますので、判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。

　※国が全国へ普及を目指す救急電話相談ダイヤル

　■相談時間（平成２９年１０月～） 　毎日２４時間

　　※１０月１日（日）午前９時開始予定です。

　（注）平成２９年９月まで

　　○大人の救急電話相談　月～土曜日　　午後６時３０分～１０時３０分

　　　　　　　　　　　　　日曜日・祝日等　　午前９時～午後１０時３０分

　　○小児救急電話相談　　月～土曜日　　午後７時～翌朝７時

　　　　　　　　　　　　　日曜日・祝日等　　午前７時～翌朝７時

　■電話番号　＃７１１９

　　　０４８－８２４－４１９９（ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳを御利用の場合）

　　※従来と同様に、次の番号からも電話をかけられます。

　　　○大人の救急電話相談　＃７０００

　　　○小児救急電話相談　　＃８０００　または　０４８－８３３－７９１１

　　※利用上のお願い

　　　この判断の参考としていただくものですので、あらかじめご理解のうえ

　　　利用ください。

　問合せ　　埼玉県保健医療部医療整備課　 ０４８－８３０－３５５９

　　　県の不妊に関する相談窓口のご案内 
　県では、不妊に悩む夫婦の相談窓口として、専門医と面談形式で相談ができ

る窓口や助産師と電話相談ができる相談窓口を設置しています。

　いずれも無料で利用できます。

　どうぞ一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

　　不妊の検査はどんなことをするの？　不妊の治療はどんな治療がある？

　　現在行っている治療に不安がある…。など

１ 面接相談　＊不妊専門相談センター　専門医が面談形式で相談にお応えします！

　　　　　　　 （予約制）

　　場　　所　埼玉医科大学総合医療センター内（川越市鴨田１９８１）

　　予約方法　電話で予約　 ０４９－２２８－３６７４

　　面談日時　毎週火・金曜日　午後４時～５時

２電話相談　＊不妊・不育症・妊娠サポートダイヤル

　　　　　　　助産師が電話でお話を伺います！

　　電話番号　　０４８－７９９－３６１３

　　相談日時　毎週月・金曜日　午前１０時～午後３時

　　　　　　　第１・第３土曜日　午前１１時～午後３時、午後４時～７時

　　　　　　　　　　　　　　　　　いずれも（祝・休日、年末年始を除く）

　その他県東松山保健所（ 　２２－０２８０）でも不妊を含む女性の健康に関

する相談を行っております。

相談時間を土曜日

にも拡充しました！

  全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間の実施について
日　　　時　９月４日（月）～１０日（日）　午前８時３０分～午後７時
　               ※ただし、９月９日（土）および１０日（日）は午前１０時～
　　　　　　　午後５時
電 話 番 号　　 ０５７０－００３－１１０
相談対象者　法務局職員と人権擁護委員が対応、秘密は厳守します
問  合  せ   さいたま地方法務局人権擁護課　  ０４８－８５９－３５０７

 離職中の看護職の方は
 "届出"をお願いします！
　法律の改正により、看護職の資格を

お持ちで就職していない方は、県ナー

スセンターへ届出が努力義務になりま

した。転居や出産育児等で離職した方

は届出をお願いします。

提出方法　埼玉県看護協会ホームペー

               ジ上の「とどけるん」のペ

　　　　　ージから入力による届出、

　　　　　または下記問合せ先にて詳

　　　　　しくご案内します。

問 合 せ　埼玉県ナースセンター

　　　　　　０４８－８２４－７２６６

 法の日無料法律相談会
　法の日を記念して弁護士が住所等を

問わず無料で相談に応じます。また、

受付は当日行いますので、事前の予約

は不要です。

日　時　９月２３日（土）

　　　　午前１０時～午後１時

　　　　（受付は０時３０分まで）

場　所　行田市商工センター

問合せ　埼玉弁護士会熊谷支部

　　　　　 ０４８－５２１－０８４４

  法務局からのお知らせ
     全国一斉！法務局休日相談所

　さいたま地方法務局では、いじめな

どの人権問題や土地・建物の相続およ

び会社設立等の登記手続き、隣地との

境界に関する相談、戸籍・国籍、供託

などに関するご相談について、休日相

談所を開設いたします。お気軽にご利

用ください。

日　時　１０月１日（日）

　　　　午前１０時～午後３時

場　所　ウェスタ川越

協　力　埼玉県人権擁護委員連合会ほか

※相談は無料です。予約のある方を優

　先いたします。相談の予約および詳

　細については、下記の法務局までご

　連絡ください。

問合せ　さいたま地方法務局総務課

庶務係　　 048 - 851 - 1000（代表）

※音声ガイダンス５番を押してください。


